
「叱れない上司」急増中！  

パワハラと指導の境界線 
  

 

 
     

    
 
◎日時：令和 1 年 7 月 29 日（月）13:30～15:30   

◎会場：浜松労政会館（浜松商工会議所 7 階） 

今年 5 月 29 日国会で成立した「職場でのパワハラ防止の義務」。ところが、企業内で

は、「何がパワハラになってしまうのか」さえも意外に正しく理解されていない、そ

ればかりか、パワハラと言われることを恐れて、部下に指導すべき点

も指導できていない上司が増えているというのが実態です。 

今回のセミナーでは、ハラスメントの中でも特にパワーハラスメントに焦点を当てて

予防策や万一問題になった時の対応策をご説明しますが、それだけにとどまらず、判

断に迷いがちな「パワハラと業務指導との境界線」についてもわかり

やすく解説いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪当日お話しする主な内容≫  

 １．ハラスメントに関する法律改正の概要  

 ２．具体的に、どんな言動がパワハラになる？ 

 ３．パワハラと指導の境界線（パワハラと言われない業務指導） 

 ４．社内でハラスメント問題が起こった時の対応の仕方 

 ５．企業のハラスメント対策 

    相談窓口の設置 管理職への教育 等      

 ６．“ハラスメント”という言葉を独り歩きさせない 

    やたらに「ハラスメント」と言われないために 

  裏面の情報もぜひご確認の上、参加をお決めください↓ 

    

【講師：山口悦子 】   
西遠労務協会／（株）ビジネスコーチ
人事研究所代表 
21 世紀職業財団ハラスメント防止コン
サルタント 
 

  社会保険労務士として、「経営」「法

律」「人の気持ち」のバランスをとった

労務管理を提案している。また、ハラ

スメント防止コンサルタントとして、大

手企業や県立病院にてハラスメント関

連セミナー、研修を実施。開催セミナ

ーは、 

①とにかくわかりやすいこと 

②実務にすぐに役立つ内容であること 

③豊富な事例でイメージがわきやすい

こと 

をモットーにしている。 

セミナー 

厚生労働省資料 

「いじめ・いやがらせ」の相談件数は
増え続け、10 年で 3.2 倍に！！ 

 



 ≪ 過去の「ハラスメントセミナー」ご参加の皆様からいただいた感想 ≫ 

◆セミナーを受講して、今会社がやっておかなくてはいけないハラスメントの予防策がわかりました。会

社の義務としてはもちろんですが、社員の定着の点でもとても大切なことだと感じました。 

◆あらためて指導の難しさと大切さを感じました。感情に任せた指導にならないよう、今後注意していき

たいです。 

◆日ごろのコミュニケーションや人間関係の大切さを感じました。育ってもらいたい、という相手への想

いを持った指導にしていきたいです。 

◆「このくらいなら大丈夫だろう」「わかってくれるだろう」と思わず、相手の立場に立った言動が大切だと

学びました。 

◆具体例を交えた内容で、わかりやすく、納得できた。 

 

【開催日】 令和 1 年 7 月 29 日（月） 13:30～15:30                               

【会  場】 浜松労政会館  （浜松商工会議所 7 階） 

【受 講 料】 １名様 10,800 円 税込  （顧問先様は無料） 

【定  員】 20 名様 （申込順） （同業者様、顧問社労士･コンサルタント様のご参加はお断りさせていただいております） 

【主催/お問い合わせ先】  

西遠労務協会 浜松市北区三方原町３１４－２ 担当：山口・松本 

            ＴＥＬ ：０５３－４３６－１０３３ ＦＡＸ：０５３－４３６－１１３８ 

               ＨＰ ：http://www.seienroumu.com      
 

 

◎お申し込み方法：以下にご記入の上、この面をそのままファックスしてください。 

◎受     付：ファックスをいただきますと受講票（及び、有料となる場合は請求書）をお送りします。 

                 万一、お申し込み後 1週間以内に受講票が届かない場合は、お手数ですが西遠労務協会

（053-436-1033）までお問い合わせをお願いいたします。 

◎受講料のお支払（有料の場合）：請求書に記載の口座に開催日の 5日前までにお振込みをお願いします。 

 

 

 
 
フリガナ                            

貴社名                         

                     

〒          

所在地 

Tel Fax 
フリガナ                                                                 

ご参加者名                                   (役職)                                  

フリガナ                                                                 

ご参加者名                                   (役職)                                  

【当事務所での個人情報の取扱いについて】 
＊お預かりしました個人情報は、西遠労務協会 HP（http://www.seienroumu.com）上に掲載しています当事務所の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」

に従って適切に取り扱います。 
＊お預かりしました個人情報は、①本セミナーの運営や必要な情報提供のため②メルマガの配信③当事務所のサービスに関する情報のお知らせに利用させていただきま

す。また、利用目的の範囲内において第三者に個人情報の取扱いを委託することがある他、セミナー講師に参加者名簿として提供することがあります。 
＊ご記入内容について、内容確認のご連絡をさせていただくことがあります。  

「パワハラと指導の境界線セミナー」申込  

ＦＡＸ:０５３－４３６－１１３８(西遠労務協会宛)ＨＰ 


